
町田市学校教育部教育センター会計年度任用職員 募集要項 

職名 会計年度任用職員（パートタイム） 

種別・職種 会計年度業務職員 ・ 特別支援教育支援員 

業務内容 市立小・中学校の通常の学級や特別支援学級において、支援が必要な児童・生徒

に対し、学校生活の中で次のような職務に従事していただきます。 

・身辺の介助（食事、衣服の着脱、排泄（トイレ、オムツ、ストマパウチ等）、移

動等） 

・児童及び生徒の安全配慮 

・社会科見学、遠足等（宿泊を伴う場合含む）校外活動の引率 

・肢体不自由学級に在籍する児童の登下校時の送迎（タクシー同乗） 

・その他、学級運営上必要な事項 

※任用期間を通じて、特定の児童・生徒に対する個別支援を行っていただく場合があります。 

募集人数 ①②あわせて、５人程度             

募集条件 以下の（１）～（４）を全て満たすこと 

（１）特別支援教育に理解や関心のある方（教員免許の有無は不問） 

（２）以下の地方公務員法第 16 条に定める採用に関する欠格事由等全てに該当

しないこと 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

・町田市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60条か

ら第 63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ

に加入した者 

・平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

（３）２０２６年１２月２５日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育

等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年

法律第６９号）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者ではないこと 

※「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙資料をご参照ください。 

（４）任用期間において、町田市役所内の他の会計年度任用職員として任用され

ていないこと 

任用期間 ２０２６年５月１日～２０２７年３月３１日 

※任期満了後、勤務成績が良好等一定の条件を満たした場合、再度任用されるこ

とがあります。 



勤務日数 ①年１７６日（月１６日相当） ②年１３２日（月１２日相当） 

※原則学校開校日の中で、上記の日数で勤務していただきます。そのため、月に

よって勤務日数にばらつきがあります。 

※学校行事等で土曜日、日曜日、祝日に勤務する場合があります。 

勤務時間 勤務日数① 概ね午前８時００分～午後４時４５分の間で、実働６時間 

勤務日数② 概ね午前８時００分～午後４時４５分の間で、実働５時間 

※勤務時間については、配置された学校と調整の上決定します。また、学校によ

っては休憩時間を設ける場合があります。 

※宿泊学習の引率など、時間外勤務となる場合があります。 

報酬額 ① 月額１３２，４８０円    ②月額８２，８００円 

※報酬額は、変更になる場合があります。 

※別途、通勤手当相当分の支給があります。詳細は手当の項目を参照してくださ

い。 

勤務地・部署 市内各小・中学校 

※勤務校の希望は伺えませんので、あらかじめご了承ください。 

支払日 当月払い（毎月２１日） 

※２１日が土曜日、日曜日、祝日の場合、当該日の前の平日に支払います。 

手当 ・通勤手当（通勤距離片道２km 以上かつ通勤手段が徒歩以外の場合に支給。 

上限月額５５，０００円） 

①期末手当と勤勉手当を支給 

休暇 年次有給休暇、その他休暇制度があります。 

加入保険等 ① 社会保険、雇用保険に加入 

①② 労災保険 

身分・服務 地方公務員法を適用、町田市条例等を適用 

人事評価 別に定める人事評価表により人事評価を行います。 

応募方法 以下の２点を下記までご郵送ください。 

（１）町田市会計年度任用職員採用選考申込書 

（２）返信用封筒（長形３号封筒に１１０円切手を貼付し、表面に応募者住所・

氏名を記入済みのもの） 

 

【応募期限】 ２０２６年４月９日（木）【必着】  

  

【郵送先】 

〒１９５-００７５ 

町田市山崎１-２-１７ 町田市教育センター就学相談担当 

選考方法 一次選考：書類選考 

二次選考：面接 

面接日時：２０２６年４月１４日（火） 

その他 ・感染症法に則り、学校で業務に従事する者は、年に１回、胸部エックス線の結



果を所属学校長へ報告していただく必要があります。 

・応募書類は返却できません。あらかじめご了承ください。 

・災害が発生した場合、勤務条件に応じて災害対応における業務を行っていただ

くことがあります。 

問合せ先 町田市学校教育部教育センター 就学相談担当 

電話:０４２－７９３－３０５７ 

 


